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豊田市物品供給契約約款 
 （総則） 
第１条 乙は、頭書の物品を頭書の契約金額をもって、所定の供給場所及び供給期限に納入しなけれ

ばならない。 
 （当然履行義務） 
第２条 乙は、この契約について契約書及び仕様書に明示されていない事項でも履行上当然に必要な

事項については、甲の指示に従い乙の負担で施行するものとする。 
 （権利義務の譲渡等の禁止） 
第３条 乙は、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任すること

はできない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。 
 （守秘義務） 
第４条 乙は、この契約履行に際し、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約終了後又

は解除後においても同様とする。 
 （特許権等の使用） 
第５条 乙は、この契約履行に際し、特許権、意匠登録権等を使用するときは、その使用に関する一

切の責任を負わなければならない。 
 （危険負担） 
第６条 物品の引渡し前に甲、乙双方の責めに帰することのできない理由により発生した物品の亡失、

き損等の損害はすべて乙の負担とする。 
 （検査及び引渡し） 
第７条 甲は、乙から物品の納入があったときは、１０日以内に検査し、合格と認めたものに限り引

渡しを受けるものとする。 
２ 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗、き損したものは、すべて乙の負担とする。 
３ 乙は、第１項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し

立てることができないものとする。 
４ 第１項の検査は、物品の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判定する方法に

よることができる。 
 （補正・取替え及び値引き採用） 
第８条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第１項の検査に合格しないときは、甲の指定する

日までにその物品の補正又は取替えをしなければならない。 
２ 甲は、検査の結果、物品に微小の不備があった場合において、使用上支障がないと認めるときは、

甲の認定する額を値引きさせ、これを採用することができる。 
 （部分払） 
第９条 乙は、供給物品の完済前において、豊田市契約規則第６２条の規定により、対価の一部の支

払を受けようとするときは、既納部分に相当する代金相当額の金額にて、部分払を請求することが

できる。 
２ 部分払金の額は、第７条第１項に規定する引渡しにおいて、確認された部分に相当する代金相当

額の金額とする。 
 （代金支払） 
第１０条 乙は、第７条第１項の規定による引渡し完了後、適法な支払請求書を提出するものとする。 
２ 甲は、前項の支払請求書を受理した日から３０日以内に代金を乙に支払わなければならない。 
３ 甲は、前項の規定による支払を遅延したときは、遅延日数に応じ未払金額に対し年３．1 パーセ

ントの割合で計算した遅延利息を支払うものとする。 
 （物価変動等による契約金額の変更） 
第１１条 特別な要因により主要な材料の価格に著しい変動を生じ、又は予定数量と納入数量が著し

く異なることにより契約金額が不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、契約金額の変更

を請求することができる。 
 （履行期限の延長） 
第１２条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により、契約の供給期限までに物品を納入するこ

とができないときは、直ちに甲に通知し、その指示を受けなければならない。 
 （履行遅延の場合の違約金） 
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第１３条 乙が正当な理由がないのに債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、遅延部分相当

額に対し、年３．1 パーセントの割合で計算した違約金を甲に支払わなければならない。 
２ 第８条第１項の規定により、甲が補正又は取替えのために指定した期間は前項の遅延日数として

計算しないものとする。 
 （かし担保責任） 
第１４条 乙は、納入物品の引渡し後１年間、故障又は隠れたかしがあるときは、無償で手直しし、

補強し、又は取り替えなければならない。 
 （甲の解除権） 
第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することが

できるものとし、このため乙に損害が生じても甲はその責めを負わないものとする。 
（１）乙の責めに帰する理由により供給期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがない

とき。 
（２）乙が契約の重要な事項に違反したとき。 
（３）乙が契約履行について不正な行為をしたとき。 
（４）検査員等が行う監督又は検査に際してその職務執行を妨げたとき。 
２ 乙は、前項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金

として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、既に引渡しを受けた部分がある場

合には、契約金額から当該部分を差し引いた金額の１０分の１に相当する額を違約金とする。 
３ 甲は、前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき

は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 
４ 甲は、契約を解除するときは、契約解除通知書によりその旨を乙に通知しなければならない。 
 （談合その他不正行為に係る解除） 
第１６条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一

部を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないもの

とする。 
（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第

８条の２第２項及び第２０条第２項において準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは

第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の規定による命令（以下「排除措置命令」という。）

を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 
（２）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及

び第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、

当該納付命令が確定したとき。 
（３）公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第６５条又は第６７条の規定

による審決（独占禁止法第６７条第２項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合

の審決を除く。）を行い、当該審決が確定したとき（独占禁止法第７７条第１項の規定により、

当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。 
（４）乙が、公正取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第７７

条第１項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却

下の判決が確定したとき。 
（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法律第４５号）

第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確

定したとき。 
（６）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法第１９８条の規定による刑

が確定したとき。 
２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金

として、契約金額の１０分の１に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。

乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、同項第１号から第４号までの規定のうち、排除措置

命令、課徴金の納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な

取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売である場合その他

甲が特に認める場合は、この限りでない。 
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３ 第１５条第４項の規定は、第１項の規定による契約の解除について準用する。 
 （暴力団等排除に係る解除） 
第１７条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することが

できるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。 
（１）法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非常勤を

含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任

を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以

下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴

対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員で

はないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、

その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がい

ると認められるとき。 
（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又は運営に実

質的に関与していると認められるとき。 
（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく

は運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 
（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営

に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持

運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 
（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 
（６）法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、

これを利用するなどしていると認められるとき。 
２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に

請求することができる。 
３ 第１５条第４項の規定は、第１項の規定による契約の解除について準用する。 
 （損害賠償金） 
第１８条 乙は、第１５条第２項の規定による違約金又は第１６条第２項の規定による賠償金を支払

う場合は、当該違約金又は賠償金とこれを超える甲に生じた損害を賠償しなければならない。 
 （乙の解除権） 
第１９条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができ

る。 
（１）甲がこの契約の各条項に著しく反したとき。 
（２）前号に定めるもののほか、甲の責めに帰すべき理由により、契約の履行が不能となったとき。 
２ 前項の場合において、乙に損害が生じたときは、乙は、甲にその賠償を求めることができる。 
 （妨害又は不当要求に対する届出義務） 
第２０条 乙は、契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。）

又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず

これを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないもの

をいう。）を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。 
２ 甲は、乙が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の被害届の提出を怠ったと認められ

る場合は、豊田市の調達契約からの排除措置を講ずることができる。 
 （単価契約） 
第２１条 供給すべき物品の数量が、予定数量として契約されている場合において、第１条中「契約

金額」とあるのは、「契約金額に納入数量を乗じて得た額」と、第１５条第２項及び第１６条第２

項中「契約金額」とあるのは、「契約金額に予定数量を乗じて得た額」と読み替えるものとする。 
 （契約外の事項） 
第２２条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、豊田市契約規則の定めると

ころによるほか、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。 


